
長 野 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 の 概 要 

スポーツ課 

 

１ 設置根拠 

  長野県スポーツ推進審議会条例 第 1条（以下｢条例｣という。） 

「スポーツ基本法第 31条の規定による（中略）審議会その他の合議制の機関として、 

長野県スポーツ推進審議会を設置する。」 

２ 審議会の職務 

   条例第１条 

(1)地方スポーツ推進計画に関する重要事項の調査審議 

(2)その他スポーツの推進に関する重要事項の調査審議 

 

 

 

 

 

 

３ 委員委嘱の根拠 

   条例第２条第２項 

   「委員は、学識経験者のうちから長野県教育委員会が任命する。」 

４ 委員の定数等 

(1) 定 数  10名以内（条例第２条第１項） 

(2) 任 期   ２年   （条例第３条） 

   （今期審議会委員の任期：平成 26年２月 13 日～平成 28年２月 12 日） 

５ 今期審議会委員について 

 【委員構成】 

     男性５名（うち公募１名）  女性５名（うち公募１名）   計 10名 

 

 

≪参考≫ 

前期審議会（平成 23年 10月 14日～25年 10月 13日）の開催状況 

開催回数  ６回（23年度 ２回、24年度 ３回、25年度 1回） 

審議事項  ・長野県スポーツ振興計画（旧計画）の評価・検証について 

・長野県スポーツ推進計画（新計画）の策定について     等 

 

今期審議会における審議事項等 

【審議事項】 

  ・長野県スポーツ推進計画の評価・検証について 

【報告事項に対する提言等】 

  ・県のスポーツ施策に対する提言及び意見等 



 

長野県スポーツ推進審議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成 23年法律第 78号）第 31 条の規定による地方スポーツ推進計画

その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関として、

長野県スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者のうちから長野県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が任命す

る。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（幹事） 

第６条 審議会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。 

２ 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。 

（補則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 27 年長野県条例第 10 号）の一部を次のように改

正する。 

別表第３の３中「学校保健審議会の委員及び臨時委員」を「スポーツ振興審議会の委員」に改

める。 

昭和 37 年４月２日 

条例第 21号 
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【基本目標評価調書－付表１】

％

【評価】 【根拠】

達成目標の判断基準【自己評価】

（１）目安値

判断基準設定根拠 目標値と基準値との差分を毎年度均等に増加させる

（２）　判断基準 【点数】

　　①順調 ４

　　②概ね順調 ３

　　③やや遅れている ２

　　④遅れている １

【評価】 【根拠】

達成目標の判断基準【自己評価】

（１）目安値

判断基準設定根拠 目標値と基準値との差分を毎年度均等に増加させる

（２）　判断基準 【点数】

　　①順調 ４

　　②概ね順調 ３

　　③やや遅れている ２

　　④遅れている １
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【目安達成率　100%以上】
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達成目標の推移
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【目安達成率　76.7～85.3%】
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